
 

事故車等排除業務に係る協定締結会社の募集について 

（小型車・大型車） 

中日本高速道路株式会社 

八 王 子 支 社  

事故車等排除業務に係る協定締結会社について以下のとおり募集致します。 

１．事故車等排除業務の内容 

（１）中日本高速道路株式会社八王子支社の管理する高速道路（以下「高速道路」といいます。）

における次の業務（以下「排除業務」といいます。）とします。どちらか一方の排除業務への参

加でも可能です。 

＜小型車の排除業務：次の①又は②の業務＞ 

①  故障、交通事故の原因により停止している小型車（車両総重量が概ね３ｔ未満の車両）に

対する排除（引き起こし、けん引等）及び軽微な修理等（危険を伴わない範囲の軽微な修理、

燃料油脂等の補給等）の作業（以下「排除作業」といいます。）並びにこれらに附帯する業

務 

②  第三者に上記①の排除作業の実施を取り次ぐ業務（以下「取次ぎ」といいます。）及びこ

れに附帯する業務 

＜大型車の排除業務：次の①又は②の業務＞ 

① 故障、交通事故の原因により停止している大型車（車両総重量が概ね３ｔ以上の車両）に

対する排除作業及びこれに附帯する業務 

②  上記①の排除作業の取次ぎ及びこれに附帯する業務 

※「附帯する業務」とは、弊社への通報・連絡、安全確保のための排除作業現場の明示、排

除業務の記録・報告、協力業務等をいいます。 

（２）協定の期間    平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までとします。 

   なお、協定の始期については、準備に要する期間を勘案して定めます。 

（３）留意事項 

① 排除業務に係る料金は申請時に提出された料金表によるものとする。 

② 排除業務にあたる車両の通行料金は有料とします。 

③ 排除業務は原則としてお客様との直接交渉となりますので、排除業務にあたってのお客様

とのトラブル、現場で排除業務を実施するべき事故車等が発見できない場合の費用等につい

て、弊社は一切関与しません。 

④  排除業務の実施に係る出動要請は、原則として事故等当事者の選択によるものです。ただ

し、事故等当事者の意思が確認できない場合や緊急を要する場合は、原則として事故車等の



位置、状況、協定締結会社の出動基地の所在地等を勘案し、当該事故車等の排除にあたって

迅速な作業が可能であり、かつ当該排除作業現場に最も早く到着が可能な協定締結会社に弊

社から出動要請を行うこととなります。したがって、本協定は、各協定締結会社に対し出動

を約束するものではなく、出動要請の多寡について弊社が保障するものではありません。 

 ⑤ 協定の有効期間の中間時期において、中間検査を実施致します。弊社に申請書類等により

届出されている事項について、変更等が生じていないか出動基地等の現地踏査等により確認

させて頂きますので、立会い等のご協力をお願い致します。（なお、有効期間が３年未満の

場合には中間検査を実施しない場合があります。） 

 

２．排除業務実施区間、区分及び担当保全・サービスセンター 

別紙一覧表 

なお、事故車等排除業務参加申請書において予め同意を得られた協定締結会社については、

別紙に記載する排除業務実施区間の境界に位置するインターチェンジ（以下「境界インターチ

ェンジ」という）から更に２インターチェンジ分の区間について出動要請をできるものとしま

す。事故車等排除業務参加申請書において、各排除業務実施区間の境界インターチェンジから

２インターチェンジ分の区間について出動可能な区間を記載願います。（なお、追加する２イン

ターチェンジの区間については、中日本高速道路株式会社が管理する高速道路を限度とする。） 

 

３．申請できる方 

次の（１）に掲げる欠格要件に該当しない方は、（２）の申請の形態に応じて申請できます。ま

た、審査については（３）の審査要件に基づき行うものとします。 

（１）欠格要件 

①  協定を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、未成年者、被保

佐人又は被補助人であって、協定締結のために必要な同意を得ている者については、この限

りではない。 

②  経営状態が著しく不健全であると認められる者。 

③  事故車等排除業務参加申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は

重要な事項について記載をしなかった者。 

④ 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共

事業等からの排除要請等の対象とされた法人。また、当該法人を一部委託先又は取次ぎ先に

使用した者。 

⑤ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後２年を経過しない者。 

イ  排除業務の実施にあたり、不正な行為を行い、かつ著しく弊社の信用を失墜せしめた者。 



ロ  公正な公募を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者。 

ハ  公募により選定された者が弊社と協定を締結すること又は協定締結会社が排除業務を実

施することを妨げた者。 

ニ  排除業務の実施にあたり、弊社社員若しくはその命を受けた者の職務の執行を妨げ、又

はその指示に従わなかった者。 

ホ  協定締結会社の実績を有する者で、協定期間中において正当な理由がなくて排除業務を

実施しなかった者。 

ヘ  弊社に提出した書類について虚偽の記載をした者。 

ト  その他弊社に著しい損害を与えた者 

チ 事故車等排除業務の履行に当たり、イ～トの一に該当する事実があった後２年を経過し

ない者を一部委託先又は取次ぎ先に使用した者 

 

（２）申請の形態 

①  単独申請･･･申請者自らが排除作業を行う場合で、第三者に排除作業の一部を委託しない形

態 

②  一部委託申請･･･申請者自らが排除作業を行う場合で、第三者に排除作業の一部を委託する

形態（タイヤ修理、給油などの軽微な修理や、自動二輪車への対応を他社との

協力で実施する場合も、これに該当します。）（排除作業の一部を委託する第三

者を「一部委託先」という。） 

③  取次ぎによる申請･･･申請者自らは排除作業を実施せず、提携する第三者（以下「取次ぎ先」

といいます。）に排除作業の実施を取り次ぐ形態 

（３）審査要件 

 別表審査要件のとおり。 

 

４．一部委託申請又は取次ぎによる申請の場合の注意事項 

（１）弊社との協定を締結した場合、排除業務の実施に関する弊社からの連絡等は、協定締結者

（申請者）に行うこととなります。 

（２）一部委託先又は取次ぎ先に対する責任は、協定締結者（申請者）が負うことになります。 

 

５．申請書類 

提出を要する申請書類は、以下のとおりです。なお、申請書類のうち「事故車等排除業務参加

申請書」及び「料金計算例」は、弊社指定の様式となります。詳しくは別紙一覧表までお問い合

わせ願います。 



（１）事故車等排除業務参加申請書 

（２）法人登記簿謄本（一部委託先又は取次ぎ先の法人登記簿謄本を含みます。個人の場合は、

市区町村が発行する住民票の写し） 

（３）印鑑証明書 

（４）申請する年の直前の営業年度の財務諸表類（個人の場合は、これに類する書類）及び納税

証明書の写し（未納の税額のないことの証明書）（個人の場合：「申告所得税」及び「消費税

及び地方消費税」 法人の場合：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」） 

※申請書提出後において追加の資料を求める場合がある。 

（５）事故車等排除業務に係る料金表及び料金計算例（小型車又は大型車の区分ごと） 

（６）排除作業に使用する車両（一部委託先又は取次ぎ先が有するものを含みます。）の写真（車

両ナンバーの判別が可能なもの） 

（７）上記（６）の車両の自動車検査証の写し 

（８）上記（６）の車両が改造を施している場合は、改造自動車届出書の写し又はレッカー車吊

り上げ能力計算書 

（９）自動車検査証に記載された所有者又は使用者の名義が、申請者、一部委託先又は取次ぎ先

と異なる場合は、当該車両に関する権利を証明する書類（リース契約書等の写し） 

（10）排除作業従事者（一部委託先又は取次ぎ先の排除作業従事者を含みます。以下同じです。）

の自動車運転免許証の写し 

（11）排除作業従事者が有する排除作業に関係する資格等（クレーン運転士免許、自動車整備士、

玉掛け技能講習修了等）の証明書等の写し 

（12）会社概要書、又はこれに類する書類（一部委託先又は取次ぎ先のパンフレット等を含みま

す。） 

（13）出動基地（一部委託先又は取次ぎ先の出動基地を含みます。）から最寄りインターチェンジ

までの経路を明示した図（縮尺１／10,000程度） 

 

６．提出部数 

１申請ごとに各２部（正副各１部）（小型車及び大型車の両方に申請の場合は、各２部の計４部） 

 

７．応募説明書等の交付 

（１）事故車等排除業務参加申請書、事故車等排除業務の実施に関する協定書及び応募説明書を

八王子支社保全・サービス事業部交通管制チーム及び別紙一覧表の保全・サービスセンター

で配布しております。 

（２）申請書類は希望する排除業務実施区間を担当する保全・サービスセンター（受付場所）ま



で必要部数を持参して頂くこととなります。（郵送及び電送不可） 

 

８．申請に関する留意事項 

（１）申請書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担となります。 

（２）提出された申請書類は、返却いたしません。 

（３）提出された申請書類は、排除業務に係る協定締結会社選定の目的以外には申請者に無断で

使用いたしません。 

（４）後日、記載内容確認のため、現地調査又は聞き取り調査を行いますのでご了承ください。 

（５）申請書類に虚偽の事項を記載したことが発覚した場合には、協定を解除することとなりま

す。 

（６）申請書類の提出後、記載内容に変更があった場合には、変更事項について、速やかに申請

書類を提出された受付場所へ文書で届け出てください。（郵送及び電送不可） 

 

９．申請書類の受付 

（１）期 間    平成２５年４月１日（月）から平成３０年３月３１日（土）まで 

（土・日・祝日を除く） 

（２）時 間   ９時から１２時及び１３時から１７時まで 

（３）場 所  担当保全・サービスセンター（複数の排除業務実施区間への申請を希望される場

合は、それぞれの担当保全・サービスセンターに別々に申請するようお願いします。） 

 

１０．協定の締結 

提出された申請書類及び調査結果等の内容を踏まえ、協定を締結することとします。 

 

１１．申請に関する問い合わせ先 

≪お問い合わせ先≫ 

別紙一覧表の担当保全・サービスセンター 又は、 

八王子支社 保全・サービス事業部交通管制チーム 

所在地 〒192-8648 東京都八王子市宇津木町２３１ 

ＴＥＬ：０４２－６９１－１１７１ 

以    上 



別表 （審査要件） 

（１）単独申請の場合 

１ 申請者は会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。 

２ 申請者が、排除業務に係る料金について、項目、単価、計算方法等が明瞭な料金表を有す

ること。 

３ 申請者が、毎日０時から２４時までの間、弊社との連絡体制及び出動体制（人員・車両）

を確保していること。 

４ 申請者が出動体制を確保している事業所等（以下「出動基地」という。）から申請する排除

業務実施区間内にある最寄りのインターチェンジまで、３０分以内で到着可能であること。 

５ 小型車又は大型車の区分に応じ、申請者が、排除作業の実施が可能な以下の車両をいずれ

も配備していること。ただし、①と②の機能を併せ持つ車両を１台配備している場合には、

要件を満たしていることとする。（以下同じ。）  

イ  小型車の場合 

① 小型車をけん引又は積載可能な車両 

② 小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両 

ロ  大型車の場合 

① 大型車をけん引又は積載可能（車両総重量８ｔ程度まで対応可能）な車両 

② 大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両 

６ 申請者が、排除作業の実施に当たっての安全対策器材（発炎筒、セーフティーコーン・矢

印板等の規制用器材又はヘルメット・安全チョッキ等の安全対策用被服等をいう。以下同

じ。）を排除作業に使用する車両に装備していること。 

７ 排除作業従事者が、運転免許（大型自動車、大型特殊自動車等）、クレーン運転士免許、自

動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有していること。 

 

（２）一部委託申請の場合 

１ 申請者及び全ての一部委託先が会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。 

２  申請者が、排除業務に係る料金について、項目、単価、計算方法等が明瞭な料金表を有す

ること。 

３ 申請者及び全ての一部委託先が、終日、通年の出動体制（人員・車両）を確保していると

ともに、申請者が終日、通年の弊社との連絡体制を確保していること。 

４ 申請者及び全ての一部委託先が、出動基地から申請する排除業務実施区間内にある最寄り

のインターチェンジまで、３０分以内で到着可能であること。 

５ 小型車又は大型車の区分に応じ、申請者又は一部委託先が、排除作業の実施が可能な以下



の車両をいずれも配備していること。 

イ  小型車の場合 

① 小型車をけん引又は積載可能な車両 

② 小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両 

ロ  大型車の場合 

① 大型車をけん引又は積載可能（車両総重量８ｔ程度まで対応可能）な車両 

② 大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両 

６ 申請者及び全ての一部委託先が、排除作業の実施に当たっての安全対策器材を排除作業に

使用する車両に装備していること。 

７ 排除作業従事者（一部委託先を含む。）が、運転免許（大型自動車、大型特殊自動車等）、

クレーン運転士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有してい

ること。 

 

（３）取次ぎによる申請の場合 

１ 申請者及び全ての取次ぎ先が会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。 

２  申請者が、排除業務に係る料金について、項目、単価、計算方法等が明瞭な料金表を有す

ること。 

３  全ての取次ぎ先が、終日、通年の出動体制（人員・車両）を確保しているとともに、申請

者が終日、通年の弊社との連絡体制を確保していること。 

４ 全ての取次ぎ先が、出動基地から申請する排除業務実施区間内にある最寄りのインターチ

ェンジまで、３０分以内で到着可能であること。 

５  小型車又は大型車の区分に応じ、取次ぎ先が、排除作業の実施が可能な以下の車両をいず

れも配備していること。 

イ  小型車の場合 

① 小型車をけん引又は積載可能な車両 

② 小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両 

ロ  大型車の場合 

① 大型車をけん引又は積載可能（車両総重量８ｔ程度まで対応可能）な車両 

② 大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両 

６  全ての取次ぎ先が、排除作業の実施に当たっての安全対策器材を排除作業に使用する車両

に装備していること。 

７  取次ぎ先の排除作業従事者が、運転免許（大型自動車、大型特殊自動車等）、クレーン運転

士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有していること。 



（４）その他   

（３）の場合において、申請者が取次ぎを行う事業共同組合（中小企業等共同組合法（昭和24年

法律第181号）に規定される事業共同組合に限る。）である場合、「取次ぎ先」とあるのは「組合員」

と読み替える。 



排除業務実施区間、区分及び担当保全・サービスセンター（別紙一覧表） 

排除業務実施区 間 区 分 
担当保全・サービ

ス セ ン タ ー 
所在地及び電話番号 

中央自動車道 
高井戸ＩＣ～上野原ＩＣ 

首都圏中央連絡自動車道 

（圏央道） 

相模原ＩＣ 

    ～あきる野ＩＣ 

小 型 車 

 

大 型 車 

八王子保全・サービ

スセンター 

〒１９２－００２４ 

東京都八王子市宇津木町２８７－１ 

（中央自動車道 八王子ＩＣ内）
ＴＥＬ：０４２－６９１－７１２１（代） 

中央自動車道 
上野原ＩＣ～河口湖ＩＣ 

中央自動車道 

大月ＪＣＴ～勝沼ＩＣ 

東富士五湖道路 

富士吉田ＩＣ～須走ＩＣ 

小 型 車 

 

大 型 車 

大月保全・サービス

センター 

〒４０１－００１５ 

山梨県大月市大月町花咲２２３ 

（中央自動車道 大月ＩＣ内）
ＴＥＬ：０５５４－２２－２１５１（代） 

中央自動車道 
勝沼ＩＣ～小淵沢ＩＣ 

中部横断自動車道 

六郷ＩＣ～双葉ＪＣＴ 

小 型 車 

 

大 型 車 

甲府保全・サービス

センター 

〒４０９－３８６６ 

山梨県中巨摩郡昭和町西条２８５８ 

（中央自動車道 甲府昭和ＩＣ内）
ＴＥＬ：０５５－２７５－５１２１（代） 

中央自動車道 
小淵沢ＩＣ～伊北ＩＣ 

長野自動車道 

岡谷ＪＣＴ～安曇野ＩＣ 

中部縦貫自動車道 

（安房峠道路） 

中ノ湯ＩＣ～平湯ＩＣ 

小 型 車 

 

大 型 車 

松本保全・サービス

センター 

〒３９０－０８５２ 

長野県松本市大字島立１３４７ 

（長野自動車道 松本ＩＣ内）
ＴＥＬ：０２６３－４７－７５１５（代） 

※ＩＣ＝インターチェンジ、ＪＣＴ＝ジャンクション 


